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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成22年3月4日(2010.3.4)

【公開番号】特開2007-234207(P2007-234207A)
【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-035
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【国際特許分類】
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   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５６１Ｆ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５６１Ｇ
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   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５２２Ｂ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５２２Ｈ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５３５Ｃ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月14日(2010.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反射層及び記録層とを有
し、レーザー光が照射されることにより光学的に読み取り可能なピットを記録した又は記
録することができる光情報記録媒体であって、
前記記録層のグルーブ部分の最大深さをＤｓｕｂ、前記反射層のグルーブ部分の最大深さ
をＤｒｅｆとしたとき、１－Ｄｓｕｂ／Ｄｒｅｆが０．２～０．６の範囲にあり、前記グ
ルーブ部分の反射率が前記ランド部分の反射率よりも低いことを特徴とする光情報記録媒
体。
【請求項２】
前記記録層の上に形成された光透過層を有し、前記光透過層側からレーザー光が照射され
ることを特徴とする請求項１に記載の光情報記録媒体。
【請求項３】
グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反射層及び記録層とを有
し、前記記録層にレーザー光が照射されることにより光学的に読み取り可能なピットを記
録した又は記録することができる光情報記録媒体であって、
前記記録層は有機色素を含み、前記グルーブ部分の反射率が前記ランド部分の反射率より
も低いことを特徴とする光情報記録媒体。
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【請求項４】
前記有機色素の消衰係数は、前記レーザー光の再生波長において、０．１～０．６の範囲
にあることを特徴とする請求項３に記載の光情報記録媒体。
【請求項５】
前記有機色素の屈折率は、前記レーザー光の再生波長において、１．１～１．７の範囲に
あることを特徴とする請求項３に記載の光情報記録媒体。
【請求項６】
前記レーザー光の記録波長は、前記記録層における吸収スペクトルの吸収ピークに対し短
波長側にあることを特徴とする請求項３に記載の光情報記録媒体。
【請求項７】
前記記録層は、波長３６０～４５０ｎｍの範囲のレーザー光を吸収することを特徴とする
請求項１又は３に記載の光情報記録媒体。
【請求項８】
前記記録層は、波長４０５ｎｍのレーザー光を吸収することを特徴とする請求項１又は３
に記載の光情報記録媒体。
【請求項９】
グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反射層及び記録層とを有
し、前記記録層にレーザー光が照射されることにより光学的に読み取り可能なピットを記
録した又は記録することができる光情報記録媒体であって、
前記ピットの反射率が非ピット領域の反射率よりも高く、前記ピットが配列されるトラッ
クの領域における記録層の最大膜厚が２５～６０ｎｍの範囲にあり、前記トラックに隣接
した領域における記録層の最大膜厚が５～３０ｎｍの範囲にあることを特徴とする光情報
記録媒体。
【請求項１０】
前記ピットが配列されるトラックの領域における記録層の最大膜厚と、前記トラックに隣
接した領域における記録層の最大膜厚との比が、０．１～０．６の範囲にあることを特徴
とする請求項９に記載の光情報記録媒体。
【請求項１１】
前記トラックの最大深さは、３５～６５ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項９に記
載の光情報記録媒体。
【請求項１２】
前記トラックは、２９０～３５０ｎｍの範囲のピッチで、かつ８５～１５０ｎｍの範囲の
幅で形成されていることを特徴とする請求項９に記載の光情報記録媒体。
【請求項１３】
グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反射層及び記録層と、前
記記録層の上に形成された光透過層とを有し、前記光透過層側からレーザー光が照射され
ることにより光学的に読み取り可能なピットを記録した又は記録することができる光情報
記録媒体であって、
前記記録層の光透過層側の層界のグルーブ部分の最大深さをＤｓｕｂ、前記記録層のグル
ーブ部分の最大厚さをＤｇ、前記記録層のランド部分の最大厚さをＤｌ、前記記録層より
光透過層側にある層の複素屈折率の実数部をｎｓｕｂ、前記記録層の複素屈折率の実数部
をｎａｂｓ、再生光の波長をλとしたときの光学的位相差ΔＳ＝２ｎａｂｓ｛Ｄｇ－Ｄｌ
＋（ｎｓｕｂ×Ｄｓｕｂ）／ｎａｂｓ）｝／λとし、
前記記録層の未記録時における複素屈折率の虚数部をｋａｂｓｂ、記録後における複素屈
折率の虚数部をｋａｂｓａとしたときの変化量Δｋ＝ｋａｂｓｂ－ｋａｂｓａとしたとき
、
０．０２≦ΔＳ×Δｋ≦０．１１の範囲にあることを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項１４】
前記記録層と前記光透過層の間に中間層が介在していることを特徴とする請求項１２記載
の光情報記録媒体。
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【請求項１５】
グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反射層及び記録層とを有
し、前記記録層にレーザー光が照射されることにより光学的に読み取り可能なピットを記
録した又は記録することができる光情報記録媒体であって、前記反射層の膜厚を１２０～
１８０ｎｍとし、前記反射層の溝幅を８５～１５０ｎｍとしたことを特徴とする光記録媒
体。
【請求項１６】
波長３６０～４５０ｎｍの範囲のレーザー光により光学的に読み取り可能なピットを記録
する光情報記録媒体の製造方法であって、
基板上に反射層を形成する工程と、
前記反射層の上に、ピットが配列されるトラックの領域における最大膜厚が２５～６０ｎ
ｍの範囲で、前記トラックに隣接した領域における最大膜厚が５～３０ｎｍの範囲で記録
層を形成する工程と、
前記記録層の上に、光透過層を配置する工程と、
を備えることを特徴とする光情報記録媒体の製造方法。
【請求項１７】
前記記録層を形成した後に、前記記録層上に中間層を形成する工程を備えることを特徴と
する請求項１６に記載の光情報記録媒体の製造方法。
【請求項１８】
波長３６０～４５０ｎｍの範囲のレーザー光により光学的に読み取り可能なピットを記録
する光情報記録媒体の記録方法であって、前記ピットが配列されるトラックの領域におけ
る記録層の最大膜厚が２５～６０ｎｍの範囲にあり、前記トラックに隣接した領域におけ
る記録層の最大膜厚が５～３０ｎｍの範囲にある光情報記録媒体を、ラジアルスポット径
が０．３～０．５μｍの範囲にあり、記録パワーが４．９～５．９ｍＷの範囲にあるレー
ザー光で照射することにより、ピットの反射率が非ピット領域の反射率よりも高くなるよ
うに前記ピットを形成することを特徴とする光情報記録媒体の記録方法。
【請求項１９】
前記レーザー光の記録波長は、前記記録層における吸収スペクトルの吸収ピークに対し短
波長側にあることを特徴とする請求項１８に記載の光情報記録媒体の記録方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
すなわち、第一の発明は、グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成され
た反射層及び記録層とを有し、レーザー光が照射されることにより光学的に読み取り可能
なピットを記録した又は記録することができる光情報記録媒体であって、前記記録層のグ
ルーブ部分の最大深さをＤｓｕｂ、前記反射層のグルーブ部分の最大深さをＤｒｅｆとし
たとき、１－Ｄｓｕｂ／Ｄｒｅｆが０．２～０．６の範囲にあり、前記グルーブ部分の反
射率が前記ランド部分の反射率よりも低いことを特徴とする光情報記録媒体である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
また、第三の発明は、グルーブとランドが形成された基板と、この基板上に形成された反
射層及び記録層とを有し、前記記録層にレーザー光が照射されることにより光学的に読み
取り可能なピットを記録した又は記録することができる光情報記録媒体であって、前記ピ
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ットの反射率が非ピット領域の反射率よりも高く、前記ピットが配列されるトラックの領
域における記録層の最大膜厚が２５～６０ｎｍの範囲にあり、前記トラックに隣接した領
域における記録層の最大膜厚が５～３０ｎｍの範囲にあることを特徴とする光情報記録媒
体である。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
また、第六の発明は、波長３６０～４５０ｎｍの範囲のレーザー光により光学的に読み取
り可能なピットを記録する光情報記録媒体の製造方法であって、基板上に反射層を形成す
る工程と、前記反射層の上に、ピットが配列されるトラックの領域における最大膜厚が２
５～６０ｎｍの範囲で、前記トラックに隣接した領域における最大膜厚が５～３０ｎｍの
範囲で記録層を形成する工程と、前記記録層の上に、光透過層を配置する工程と、を備え
ることを特徴とする光情報記録媒体の製造方法である。
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